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ブリュッセルにおける二言語併用の意義と課題

小　松　凜　香
序論
ベルギーには公用語が三言語あり、北のフランドル地方でオランダ語、南
のワロン地方でフランス語、ドイツに接する小さな地域では主にドイツ語が
話されている。独立当初よりオランダ語系住民とフランス語系住民との対立
があり、それは現在においても政治や経済に大きな影響を与え、政治空白の
常態化や分裂危機を招く原因となっている。首都ブリュッセルはオランダ語
圏であるフランドル地方に位置しながら、二言語併用が公式に定められてお
り、この国の言語文化問題において特別な意味を持つ地域である。
本論文ではベルギーの言語体制やその歴史、言語対立への理解を深めるこ
とを目的とし、ブリュッセルにおける二言語併用の意義と課題について考察
する。

1．ベルギー言語問題
1-1．ベルギー言語問題の歴史

1830年にネーデルラント連合王国から独立したベルギーはこれまでに単
一言語主義、二言語主義、地域別一言語主義、連邦制及び厳格な地域別一言
語主義というように、複雑な言語体制の歴史を辿ってきた。本章では主に石
部尚登（2011）1）、津田由美子（2018）2）を参考に、それぞれの言語政策上の
時代を政治経済の背景や言語文化的な問題と合わせて見ていく。独立から
1860年までは、オランダ語話者が多数派であったにもかかわらず、上流階
級がフランス語を話していたため、国全体でフランス語のみが公用語とされ
ていた。これが単一言語主義の時代である。1898年には、法律の審議や公
布における両言語の平等性を保証する平等法が制定され、二言語主義に移行
した。しかし、法律上は二言語の平等性が認められながらも、実際には公務
に就くものだけが二言語を学び、フランドル地方においてもフランス語が優
位な状況であった。その後、第一次世界大戦中にフランス語の指令を理解で
きず、オランダ語話者の犠牲を多く出したことから、1921年、行政におけ
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る言語使用に関する法律が定められ、それぞれの地域では行政分野において
法律の定める地域言語のみを使用することが求められた。これは 1932年、
言語境界線の概念が作られた言語法とともに地域別一言語主義の確立を決定
づけるものとなった。さらに、言語戦争は第二次世界大戦後の 1961～ 62年
にかけて再び激化した。フランドル地方において化学工業が発展し、鉄鋼、
石炭を主産業とするワロン地方と経済的地位が逆転したことから、経済の分
野においても言語、地域間の対立が浮き彫りとなった。このように言語問題
は政治経済とも深く結びつき、確執を生む原因となっている。

1-2．連邦制の背景
続いて、連邦制の歴史と役割について振り返り、言語問題との関連を探る。
連邦制につながる分権改革としては主に 3度の憲法改正が挙げられる。1980
年地域に対する議会と政府の設置、1988年連邦制への移行、1993年フラン
ドル地域とワロン地域、ブリュッセル首都圏の区分を主とする連邦制の正式
な成立である。ベルギー連邦制は、3つの言語共同体（オランダ語、フラン
ス語、ドイツ語）、領域を表す 3つの地域（フランドル地域、ブリュッセル
首都圏地域、ワロン地域）、および連邦から構成される。言語共同体は主に
教育・文化を、地域は経済を主として所管し、それぞれに政府、議会が置か
れている。教育行政についてもオランダ語圏教育省、フランス語圏教育省で
分れている。ベルギーには連邦政府を含めて 7つの政府及び議会が存在して
おり（オランダ語共同体とフランドル地域は機関を事実上一体化）、それぞ
れが管轄する分野で権限を持つことから、連邦制移行後もなお、言語、地域
間対立の解決には至っていない。長年における言語、地域間の対立から生み
出された連邦制の複雑さがベルギー国家の特徴であると言える。

2．ブリュッセルにおける現在の言語状況
2-1．ブリュッセル市民が使用する言語の内訳
ブリュッセルのフランス語化が数値的に示されることを恐れたフランドル
住民が国勢言語調査に反対したことから、国としての公式な言語調査は 
1947年を最後に実施されていない。そこで、本論文では最後の言語調査以
降に集められた唯一の統計であるブリオ言語バロメーター 3）を参考にブ
リュッセルの言語状況を分析する。
調査は 2001年より計 4回行われている。2018年第 4回目の統計では約
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90%程度の住民が「優れたフランス語（parler bon/excellent français）」を話す
ことができ、オランダ語については 20%以下であった。フランス語、オラ
ンダ語ともに優れた話者は減少しており、特にオランダ語においては 2001
～ 18年の間に半減している。フランス語一言語のみを話す人々が増加した
こと、移民出身である第 2第 3世代の子どもがフランス語を話すブリュッセ
ル住民とパートナーとなったことが他の言語と比較してフランス語話者の割
合が増加した要因となっている 4）。

2-2．公共の場面における言語と家庭での言語
次に公共の場面において使用される言語について詳しく見ていく。行政手
続きの際に使用された言語として、ベルギー財務省が発表した納税申告書を
申請する際の言語に関する調査 5）を参考とする。本調査はブリュッセル市
民を対象に 2019～ 22年の 4年間行われたものであり、いずれの年において
も約 92%がフランス語、約 8%がオランダ語で所得税申告を行なったと報
告されている。ただし、ブリュッセルとフランドルの境界線周辺に位置する
フラームス＝ブラバント州ではフランス語が 70%程度にとどまる結果と
なった。ブリュッセルにおいて行政手続きの場面ではフランス語が使用され
ることがほとんどであり、本調査開始以来この結果に大きな変化はない。家
庭での言語については、Janssensの調査（2008）6）の「家族の出身に基づく
家庭での言語」において、2000～ 06年の 5年間では家庭言語の割合にほと
んど変化はなかった。行政言語同様に多少フランス語話者が増え、オランダ
語話者が減る結果となった。

2-3．移民
ブリュッセルは世界で第 2位のコスモポリタン都市であり、2019年時点
で 180ヶ国の国籍の人々が住み、100以上の言語が話されている 7）。本論文
ではブリュッセル統計分析研究所（IBSA）8）とベルギー統計局（STABEL）9）

の資料を参考に、移民の定義を以下の 2グループとする。

・ベルギー国籍を持たない者

・ 外国出身のベルギー人（少なくとも片親の第一国籍が外国。または自身の第一国籍が

外国。）

　 ただし三ヶ月以内の滞在者、外交官、難民リストに載っている者、不法滞在者などは含
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まれない。

2021年には約 48,500人、特に 25～ 29歳の若者が外国からブリュッセル
に移住しており 10）、海外で生まれた 15～ 74歳までのブリュッセル住民のう
ち、フランス語またはオランダ語に関して高度な知識を持つ人は 60%以上、
どちらの言語知識もない人はわずか 5%であった 11）。言語知識を持つ移民が
多い理由は、移住の 50%以上が家族の事情、22%が職に関する理由であり、
どちらの場合でもフランス語又はオランダ語に触れる機会と、知識が求めら
れる場面が多くあるからである。さらに、ブリュッセルの出身別内訳につい
て、2023年時点では約 25%がベルギー出身のベルギー人、75%以上は親又
は自身が外国出身であった。約 10年で北アフリカや西アジアなどの EU外の
出身者が急激に増えており、モロッコをはじめフランス語圏からの移民が多
いため、ブリュッセルにおけるフランス語話者は一定の数を保っている。

2-4．言語教育
言語教育体制について、二言語地域のブリュッセルにおいては、フランド
ル共同体とフランス語共同体がそれぞれその言語を教育言語とする学校を監
督している。今日においても教育体制の基盤となっている、「教育における
言語体制に関する法律（Loi concernant le régime linguistique dans l’enseignement 
du 30 juillet 1963）12）」制定時はフランス語圏における第二言語教育の学習言
語をオランダ語のみとしていたが、1975年の改訂によりオランダ語、ドイ
ツ語、または英語と置き換えられた。これにより、フランス圏においてオラ
ンダ語が特権を失った一方で、オランダ語圏では第二言語をフランス語の
み、ブリュッセルではフランス語またはオランダ語としており、1963年以
降変更は行われていない。
それでは、実際に教育で第二言語習得の上級レベルに達した人々はどのく
らいいるだろうか。Janssens（2018）13）の研究では、ブリュッセルにおいて
教育によってオランダ語を習得した割合は 25%であり、フランス語の 2倍
以上であることがわかった。家庭の言語としてすでにフランス語を話せる
人々が多いため、教育で習得する割合が低いことが要因でもあるが、特にオ
ランダ語は学習言語としてよく学ばれ、コミュニケーションツールとして上
級まで習得されている。



125

ブリュッセルにおける二言語併用の意義と課題

3．ブリュッセル二言語併用の役割と意義
3-1．連邦制維持のための政治的な役割
第 1章で触れたとおり、ベルギーは複雑な連邦制と言語法によって成り立っ
ており、連邦制と二言語併用の繋がりは深い。ブリュッセルにはベルギー中
央政府とブリュッセル首都地域政府のほか、オランダ語共同体政府、フラン
ドル地域政府の政府及び議会、フランス語共同体政府が置かれており、行政
的に二言語を使用せざるを得ない状況にある。ブリュッセル地域の教育、文
化を管轄する共同体政府が 2つあり、それぞれが独自の方針を持っていると
いう点で、ブリュッセルでの使用言語を統一することは難しい。連邦制と二
言語併用の関係は国外への活動に関しても同様である。1990年代、欧州連合
（EU）内における地方分権の方針に伴い、教育や文化政策を行う外交の場面
において、国レベルではなくそれぞれの権限を持つ組織が担当する体制と
なった 14）。ただし、担当機関が複数の場合もあり、政府と地域、共同体で権
限を共有している問題については綿密に連携する必要が生じた。これらの組
織のバランスを維持することが EU内における外交のために必要であるが、
これはブリュッセルが二言語併用でなければ実現が難しい。ブリュッセル二
言語併用は国内においてもEU内の外交においても重大な役割を担っている。

3-2．EU中心地としての多様性モデル
ブリュッセルには欧州委員会、理事会をはじめ多数の機関が置かれてお
り、EU首脳会議や委員会会合、政党グループ会合が行われるなど、EUに
おいて重要な地域となっている。欧州連合基本条約の一つと呼ばれるローマ
条約が 1957年に調印されたことにより、共同体における全ての言語は平等
な立場にあるという原則が認められ、多言語主義と行政上、教育上の言語問
題が EU内で重要視されるようになった。6年後の 1963年には、同じ多言
語状況の問題を抱えるブリュッセルにおいても二言語併用が定められ、EU
の言語平等性を象徴する地域となった。また、2023年には人種や民族、性別、
宗教、アイデンティティなどの観点から公平な社会実現のために模範となっ
た EUの都市として、スペインのテラサが 1位、ブリュッセルは 2位に選ば
れた 15）。ブリュッセルは 2つの言語文化の平等性を示すことで EUの目指す
包括性の確立を体現している。
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3-3．言語対立意識への働きかけ
コミュニティ内に多言語話者が多く存在する地域ではそれらが混ざり合っ
た言語が数多く生まれる。特にブリュッセルは多様な背景、母語を持つ人々
が集まる地域であるため、話し手の出身地や社会的背景に応じて一つの言語
に対して様々なイントネーションと発音が存在する 16）。フランス語、オラ
ンダ語を第二言語として学ぶ人々が増え、多様な話し方が受け入れられるよ
うになったブリュッセルでは複言語主義が実現されている。これは、ブリュッ
セル住民の他言語文化に対する意識を変え、理解を深め、寛容性を育む要因
になっている。また、互いの言語を学ぶ機会が日常的にあることは、その言
語への親しみを醸成し、二言語間の溝を埋める可能性がある。Tajfel
（1974）17）は、個人の社会的アイデンティティはその人がどのグループに所
属しているかという意識と、そのグループに愛着を感じているかによって定
義されると明らかにした。また、個人が自己をどう捉えるかということは、
その人の属する文化の中で歴史によって作り出され共有されている考え方が
大きく影響すると考えられている 18）。自身の母語ではない他言語に意識せ
ずとも触れる機会があることは、自身と他文化を区別する意識を薄め、他言
語の文化を尊重する考えを持たせる要因になるのではないだろうか。

3-4．二言語に関するイメージと権威の保持
言語はしばしば社会への統合手段となり、学習言語の選択には経済的な成
功やメリットだけに限らず、その言語のイメージが影響を与えていることが
明らかになっている。Tajfel（1974）19）において、学習者は都会的で経済力の
あるというイメージを持つとその言葉を学びたがり、土着の言語が軽視され
る傾向があるという調査結果が出ている。人々の言語選択には社会的、政治
的な要素が大きな影響を与えており、言語選択は学習者が意識的に行なって
いる反面、その意識を操作するのは社会やコミュニティが与える学習者に与
えるイメージなのである。つまり、ブリュッセルにおいて二言語を公用語と
して守ることは、住民に両言語を尊重する考えを与えることにつながる。実
際に、ブリュッセル住民は二言語併用をブリュッセルらしさとして肯定的に
捉えている。Janssens（2008）20）において、住民の大多数は二言語併用がブ
リュッセルのアイデンティティに不可欠な要素であると考えていることが明
らかになった。国全体としては根深い言語問題が存在しながらも、ブリュッ
セルにおいては住民が互いの言語の共存を認めている。二言語併用のブ
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リュッセルは住民の意識においても特別な意味を持ち、異文化が共存する地
域である。

4．二言語併用の課題
4-1．フランス語の優位性
制度上は言語管理常任委員会（CPCL）が行政問題における言語の使用に
関する法律適用の一般的な監督を担当している。その年次報告書 21）では、
ブリュッセル首都圏の連邦行政および関連サービスにおける、言語法の遵守
に関する調査結果が報告されている。毎年、公共の場においてオランダ語が
併記されていない、フランス語のみで通知や案内を行ったという内容のク
レームが多くを占め、日常生活において法律に反する不平等が生じている状
況がある。フランス語話者人口が 9割を占めるブリュッセルにおいて、行政
や公共の場で二言語を平等に扱うこと、ブリュッセルをフランス語圏化させ
ないことがベルギー全体にとって大きな課題である。

4-2．BHV選挙区問題
ブリュッセル周辺のオランダ語圏でフランス語勢力が増しており、憲法的
な問題が見られる例として、ブリュッセル・アル・ヴィルヴォルド（BHV）
選挙区問題が挙げられる。BHV選挙区とは、ブリュッセル首都圏 19の自治
体及び隣接するフランドル地域 35の自治体が一つにまとめられた裁判管轄
区・選挙区のことである 22）。これは、立法選挙とヨーロッパ選挙の際に該
当地区在住の有権者がブリュッセル、フランドル・ブランバント、いずれか
の選挙区を選択し、オランダ語系またはフランス語系政党、いずれかの候補
者に投票が可能であるという措置である。

BHV選挙区当選者の 8割以上はフランス語系政党であるため、BHV選挙
区はオランダ語圏にまたがりながらも、フランス語圏勢力の強い地域となっ
ている。そのため、オランダ語系政党はブリュッセルと HV地区を切り離す
ことを要求、フランドルのみの選挙区を目指して 2000年代より様々な表明、
運動を起こしてきたが、2007年には BHV分割問題が原因となり連立交渉が
難航したことで 9ヶ月にわたる政治空白が生じることとなった。BHV選挙
区問題が国内政治の混乱を招き、ベルギー分裂危機にまで発展したのであ
る。しかし、2012～ 14年にかけて行われた第 6次国家制度改革で新たな変
更が加えられ、形式上 BHV選挙区は、ブリュッセル首都地域とフランドル・
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ブラバント行政地区の二つに分割された。これにより、6つの特別自治体
（communes à facilités）に住む人々を除いて HV地区の住民はブリュッセル
の候補者に投票できず、フランドル・ブラバントに提出されたリストの候補
者にのみ投票可能となった。しかし、選挙区が分割された現在も、例外的に
6つの自治体ではこれまで通りフランス語政党に投票できることから依然と
してオランダ語話者の不満は存在しており、二言語対立の大きな問題として
実質的な解決には至っていない。

今後の展望
ベルギーは言語と政治とのつながりが密接な国であるため、人口動態が政
治体制にも影響する。近年オランダ語母語話者が減少し、反対にフランス語
話者が増加していることから、今後フランス語の勢力がますます強力になれ
ば、ブリュッセル住民のみならずベルギー国民の生活に大きく影響する。さ
らに、二言語併用地域であるブリュッセルのフランス語圏化が進むと、オラ
ンダ語圏の人々は自身の言語文化が失われることを恐れ、言語対立がますま
す激化する恐れがある。
ブリュッセルを両言語圏とし、法的に二言語の権利を保障することは、オ
ランダ語の特権的地位を保ち続け、ベルギー分裂阻止に貢献している。ただ
し、言語対立の問題は依然残されており、ベルギーの今後にはフランドルと
ワロン、両言語圏からの相互の歩み寄りが必要である。これまでも言語問題
に折り合いがつかなくなった際に様々な政策上の解決を図ってきたように、
今後もブリュッセルの中立性を保ちながら、言語政策や政治体制を柔軟に変
え続けることで、ベルギーは一つの国としてあり続けるだろう。
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